
道路協力団体の制度概要

・沿道における身近な課題の解消や道路利用者のニーズへのきめ細やかな対応などの活動に自発的に取り組む
民間団体等を道路協力団体に指定し、自発的な活動を促進する取り組みを行います。

・このため、道路協力団体を以下のとおり募集します。
・申請団体は法人又は道路法施行規則第４条の１８に規定する団体であって、別の要件を満たす者
・募集期間は以下のとおり

事前相談期間 ： 平成30年11月19日(月)から平成30年11月30日(金)17時15分まで（ただし、土日、祝日を除く）
※道路協力団体の指定を受けようとする法人等は、申請書類の記載内容等について、事前相談期間内に必ず相談して下さい。

申請受付期間 ： 平成30年12月3日(月)から平成30年12月14日(金)17時15分まで（ただし、土日、祝日を除く） ・
業務を実施する地域を管轄する国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所において申請書類を受け付けま
す。

なお、制度内容や申請等に関する事前相談、問い合わせを随時受け付けています。
・当ページから道路協力団体募集要項、申請等様式をダウンロードできます。

□制度の概要 □関連法令 □指定までの流れ

□道路協力団体募集要項 □申請関係等様式

お問い合せ先

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 代表電話 ０８２４－６３－４１２１

（ 制度について ） 調査設計課（道路協力団体担当）へ
（ 申請書類について ） 道路管理課（道路協力団体担当）へ

～ 道路協力団体制度について 三次河川国道事務所 ～

http://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/gaiyo.html
http://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/horei.html
http://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/nagare.html
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/bosyu/H30/1116-1.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/bosyu/index.html



